
無償化の実施のために必要な事務等 別添３

本年１０月より前に必要な事務等

１．利用者への無償化のお知らせ（８月中）

利用者に対し、幼児教育・保育の無償化についてお知らせを行う。また、無償化の対象
となるために、利用者において必要な手続き等について案内する。
（令和元年８月１４日付事務連絡「企業主導型保育施設における無償化の対象児童及び対象児童の保
護者に対するお知らせ等について(通知)」を参照。）

４．３歳～５歳児の利用者への副食費の取扱いの変更のお知らせ
（８～９月中）
３歳～５歳児の利用者に対し、本年１０月以降、副食費が施設による徴収となることに

ついてお知らせを行う。また、副食費の徴収額について、給食の提供に要する材料の費用
を勘案して定め（徴収額は4,500円を目安）、利用者に対しその使途・額・理由を書面で
明示した上で説明し、同意を求める。
（令和元年８月１９日付事務連絡「企業主導型保育施設における幼児教育・保育の無償化に伴う食材
料費の取扱いの変更について（通知）」を参照。）

企業主導型保育施設において、本年１０月より前に必要な事務及び実施する時期
の目安については、以下のとおり。

５．市町村への利用状況の報告（８～９月上旬）

利用者の居住する市町村に対し、本年１０月１日時点の利用児童（予定）の氏名・住
所・生年月日等の報告を行う。
（令和元年８月１９日付事務連絡「企業主導型保育施設の利用状況の報告について（通知）」を参
照。）

３．無償化の対象となる児童の決定・通知（９月中）
無償化の対象となる児童を決定し、利用者に対し、契約書の更新や利用料変更に係る書

類の交付を行う等により、無償化の対象である旨の通知を行う。
（令和元年８月１４日付事務連絡「企業主導型保育施設における無償化の対象児童及び対象児童の保
護者に対するお知らせ等について(通知)」を参照。）

６．市町村への「確認」の申請（市町村において定められた期日）

市町村において、施設等利用給付の対象施設に求めている基準を満たしていることを把
握（確認）する必要があることから、施設所在地を管轄する市町村に対し、「確認」の申
請を行う。
（具体的な申請手続きは、市町村に確認すること。）

※「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施している場合

２．利用料の設定（８月～９月中）

企業主導型保育施設において、本年１０月以降の利用料を設定する。



無償化実施後に必要となる主な事務等

企業主導型保育施設において、無償化実施後に必要となる主な事務（助成に関す
る事務を除く。）ついては、以下のとおり。

時期 事務の内容

利用開始（入所）時
・利用者に対し、無償化の対象となるために必要な手続
き等について案内。
・施設において、無償化の対象となる児童の決定・通知。
・利用者に対し、「利用報告書」を配布し、提出を依頼。

利用者の転居時
・（「地域枠」の無償化対象利用児童の場合）利用者に
対し、転居先の市町村へ保育認定（２号・３号）を申請
するよう案内。
・利用者に対し、「利用報告書」を配布し、提出を依頼。

利用終了（退所）時
・利用者に対し、「利用終了報告書」を配布し、提出を
依頼。
※小学校入学に伴う利用終了（退所）の場合は不要。

４月中 ・利用者の居住する市町村に対し、各年４月１日時点の
利用児童の氏名、住所、生年月日等を報告。

７月から８月頃
・０歳から２歳児の利用者に対し、当該年度の住民税が
非課税の場合、所得証明書の提出を案内。
・施設において、９月以降に無償化の対象となる児童
（住民税非課税世帯）の決定・通知。

２月から３月頃

・２歳児クラスから３歳児クラスに上がる「地域枠」の
利用者に対し、居住する市町村へ保育認定（２号）を申
請するよう案内。
・施設において、４月以降に無償化の対象となる児童
（３歳児）の決定・通知。

※「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施している場合

時期 事務の内容

各月利用時
・企業主導型保育施設の利用児童以外の児童が「一時預
かり事業」「病児保育事業」を利用した場合、利用者に
対し、「利用料に係る領収証」及び「提供証明書」を交
付。
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